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福 祉
さやりんおれんじカフェ
　認知症の人や家族、地域の人などが誰で
も気軽に集まり、仲間づくりや情報交換を
する場です。オレンジ色ののぼりが目印です。

カフェ一覧　※いずれも利用料100円
さくらあつたかカフェ☎288－4381
とき　10日㈰午後２時～４時30分　ところ　さ
くらの杜・半田地域交流スペース（半田三丁目）
げんきカフェ☎366－6535

とき　13日㈬・23日㈯午後２時～５時　ところ 
げんき館（茱 木三丁目）

カフェおもちゃ館☎365－6688
とき　２日㈯・９日㈯・16日㈯・20日㈬・23日㈯・
30日㈯いずれも午後2時～４時　ところ　リハ
ビリデイサービスおもちゃ館（西山台六丁目）　
くみのきカフェ☎368－2777
とき　月～金曜日いずれも午後２時～４時　と
ころ　特別養護老人ホームくみのき苑（東茱
木四丁目）　
カフェ笑（しょう）☎320－8268

とき　３日㈰・17日㈰いずれも午後１時～４時 
ところ　デイサービス笑狭山（大野台七丁目）

里カフェ☎365－5878
とき　14日㈭・28日㈭いずれも午後１時～４時
　ところ　介護老人保健施設　さやまの里（岩
室二丁目）
問い合わせ　高齢介護グループ

市民後見人養成講座オリエンテー
ション
　判断能力が十分でない人の生活を身近な
立場で支援し、後見活動を行う「市民後見人」
の養成講座についての説明会を行います。
とき　21日㈭午後２時～４時　ところ　羽
曳野市市民会館ホール（羽曳野市誉田／近鉄南
大阪線「古市駅」下車）　対象　市内に居住・通
勤する人　※市民後見人養成講座の対象は、

を通して配布されるため、市役所からは直
接送付しません。口座振替の場合は、金融
機関名なども記載していますので確認して
ください。
　公的年金からの特別徴収の対象者で、す
でに差し引きした税額（４、６月の市府民税）
が平成30年度の市府民税の決定額より多い
場合は、年金支給月のおよそ２か月後に還
付通知書を送付します。
問い合わせ　税務グループ

納税メモ　

　７月２日㈪は市府民税の第１期分の納期
限です。忘れないよう近くの金融機関また
はコンビニエンスストアで納めてください。
税金を滞納すると、督促手数料や延滞金がか
かるほか、財産の差し押さえなどの滞納処
分を課せられる場合があります。納期限ま
でに納付が困難な場合は、早めに税務グルー
プへ納付方法を相談してください。
問い合わせ　税務グループ

平成30年度市府民税所得課税証
明書の発行
　市府民税を、普通徴収や公的年金からの特
別徴収の方法で納める人および非課税の人
の所得課税証明書は、１日㈮から発行します。
問い合わせ　税務グループ

環 境
公共下水道に接続したら
　公共下水道への接続に伴い、し尿くみ取
りの必要がなくなったときは、すみやかに「し
尿くみ取り廃止」の手続きを行ってください。
　なお、下水道接続後も廃止の届け出がな
い場合は、くみ取り手数料の請求書が届く
ことがありますので、注意してください。
問い合わせ　生活環境グループ

水銀を含む廃棄物に新たな対応
が必要です 排出事業者の皆様へ
　水銀に関する水俣条約を受け、廃棄物の
処理及び清掃に関する法律の施行規則など
が改正され、平成29年10月１日から「水銀
使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん
等」に、新たな規制がはじまりました。各事

平成31年４月１日現在の年齢が25歳以上70
歳未満の人　内容　講演「成年後見制度の概
要」、市民後見人活動の紹介、養成講座につ
いての説明など　参加費　無料　定員100人

（先着順）　申し込み・問い合わせ　高齢介護
グループへ電話または直接

難病とつきあうよりあい
とき　19日㈫午後２時～４時　ところ　市
立コミュニティセンター・多目的室２　対象 
難病と診断された人と家族（確定診断を受け
ていない人も可）　内容　患者や家族同士の
交流　参加費　無料　
問い合わせ　自然舎（山本☎367－5501）

脳卒中の後遺症とつきあう交流会
とき　21日㈭午後２時～４時　ところ　さ
つき荘　対象　脳卒中の後遺症を持つ人と
家族　内容　患者や家族同士の交流　参加
費　250円　※見学無料　
問い合わせ　ほっこり仲間の会代表（辻☎
090－9693－2470）、または社会福祉協議会

税
市府民税の公的年金からの特別
徴収制度
　４月１日現在、65歳以上の人で一定の要
件に該当する場合、公的年金などに係る市
府民税は、支給される年金から差し引きし
て徴収されます。公的年金など以外の所得
に係る市府民税は、普通徴収または給与か
らの差し引きにより別途徴収されます。平
成30年度から新たに公的年金からの特別徴
収の対象となる場合、平成30年10月の年金
から差し引かれ、それ以前の分は普通徴収
で納付となります。詳しくは、納税通知書
の内容を確認してください。　　
問い合わせ　税務グループ

市府民税の納税通知書を送付し
ます
　平成30年度市府民税納税通知書は、６日
㈬に送付します。市府民税がかかると思わ
れる人で納税通知書が届かない人は、税務
グループへ連絡してください。給与から市
府民税を差し引きされている人は、事業所
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業者は適切に対応してください。
問い合わせ　大阪府環境農林水産部循環型
社会推進室産業廃棄物指導課排出者指導グ
ループ☎06ー6210ー9582

国民健康保険
保険料を算定するには申告など
が必要です
　平成30年度国民健康保険料は、納付義務
者となる世帯主と加入者全員の所得（平成29
年中）に基づいて算定します。税務署や市役
所へ税の申告をしていない人（市役所へ給与
や年金の報告がきている人を除く）は、所得
の内容が確認できないため正確な保険料の算
定ができません。所得がない人も含め、対象
となる人は早急に所得を申告してください。
　なお、所得が確認できない人がいる世帯に
は、６月上旬に、国民健康保険料に関する
所得申告書（簡易申告書）を送付しますので、
同封している案内文に記載の期日までに必
要事項を書いて、必ず提出してください。
問い合わせ　保険年金グループ

経済・労働
ひとり親家庭等のための就業支
援講習会
　母子家庭の母や寡婦、父子家庭の父を対
象にした講座です。２歳～就学前の子ども
の保育があります。

【①介護職員初任者研修講座】
とき　７月28日～11月24日の土曜日（８月
11日、11月３日除く全16回）　ところ　未
来ケアカレッジ京橋校（大阪市都島区片町／
大阪環状線「京橋駅」下車）　受講料　１万円

阪市中央区大手前／地下鉄谷町線「天満橋駅」
下車）
問い合わせ　シニア就業促進センター☎06

－6910－0848

労働保険の年度更新
　労働保険の年度更新は、毎年度事業主か
ら労働保険料の申告・納付をする重要な手続
きです。大阪労働局から事業主に申告書が
送付されますので、７月10日㈫までに手続
きしてください。
問い合わせ　羽曳野労働基準監督署☎072－
956－7161

相 談

ねんきん無料相談
　厚生年金や国民年金に関する疑問などに
ついて、日本年金機構の職員が相談に応じ
ます。相談は１組30分です。　
とき　14日㈭①午前10時～午後０時、②午
後１時～３時　ところ　市役所・別館相談室
Ｂ　対象　市内に住んでいる人　定員　い
ずれも４組　持ちもの　年金手帳または年
金証書、運転免許証など、本人確認のでき
るもの　申し込み・問い合わせ　１日㈮９時
から保険年金グループへ電話または直接

育児・介護相談会
とき　30日㈯午前10時～午後０時、午後２
時～４時　ところ　花梨つばさ保育園・遊戯
室　内容　保育士や介護士、ケアマネジャー
による相談　対象　子育て中の人、高齢者
の介護をしている人　参加費　無料　問い
合わせ　花梨つばさ保育園☎366－0283

（教材費）　定員　20人（多数の場合は抽選）
【②パソコン初級～ワード３級試験対策講座】
とき　８月18日～９月29日の土曜日（全７
回）　ところ　セントピア御堂筋本町ビル（大
阪市中央区本町／大阪メトロ御堂筋線「本町
駅」下車）　受講料　5,000円（教材費）　※ 別
途検定料が必要です　定員　20人（多数の場
合は抽選）

【申し込み　往復はがきに講座名・郵便番号・
住所・名前・年齢・職業・電話番号・志望動機・
保育希望者は子どもの氏名と年齢を書いて、
〒540－0012大阪市中央区谷町五丁目４－
13大阪府谷町福祉センター内大阪府母子家
庭等就業・自立支援センター。①28日㈭②７
月18日㈬消印有効　※返信面にも郵便番号・
住所・名前を書いてください。　※全講座と
もに「就職セミナー」の受講が必須です。詳し
くは問い合わせてください。
問い合わせ　大阪府母子家庭等就業・自立支
援センター☎06ー6762ー9498

福祉施設のお仕事・事業所見学会
とき　20日㈬午後１時50分集合　ところ 
医療法人弘生会老寿サナトリウム（河内長野
市小山田町／南海高野線「河内長野駅」から南
海バス「神社前バス停」下車）　対象　ハロー
ワークに登録のある人　定員　６人（先着順）
申し込み・問い合わせ　ハローワーク河内長
野☎0721－53－3081

シニア向け合同企業説明会
　シニア雇用に積極的な企業（約20社）と、
55歳以上の人を就業に結びつける「シニア向
け合同企業説明会」を開催します。予約不要・
履歴書不要ですので気軽に参加してください。
とき　７月５日㈭午後１時～４時（最終受
付は午後３時30分）　ところ　ＯＭＭ（大阪
マーチャンダイズ・マートビル）Ａホール（大

とき　６日㈬・13日㈬・20日㈬・27日㈬い
ずれも午前11時～午後２時　ところ　さ
つき荘　　メニュー　さつきカレー300
円、ランチセット（ドリンク付き）400円、
ドリンク（コーヒー・紅茶など）150円

　障害者地域活動支援センター「さつき」
では日中活動や「カフェさつき」のお手伝
いボランティアを募集しています。
問い合わせ　障害者地域活動支援セン
ター「さつき」☎366－2022

「カフェさつき」６月の営業日

　出身地や特定の民族、国籍などを理由に落書きを行うことは差別
意識や偏見を助長する極めて悪質な行為です。
　差別落書きは消せば済むものではなく、人の心を深く傷つけるも
ので、決して許されるものではありません。
　差別落書きをしない、させないために、一人ひとりが人権につい
て自分のこととして考え、お互いの人権を尊重し合う、差別のない
社会を築いていきましょう。

　すべての住宅に、住宅用火災警報器設置が義務付けられています。
●手入れはしていますか？１年に１回布などで乾拭きをしましょう。 
●作動テストをしましょう！ 
●警報器のボタンを「押す」あるいは「引きひもをひく」ことで、
テスト音が鳴るかどうかを確認しましょう。 
●交換時期を確認しましょう！ 
　設置したときに記入した「設置年月日」、または本体に記載されて
いる「製造年」を確認し、10 年を目安に交換してください。

住宅用火災警報器の維持管理

問い合わせ　市民相談・人権啓発グループ

人の心を傷つける落書きはやめましょう

問い合わせ　消防本部
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交 通
悪質駐車違反取締強化月間
　６月は、「悪質駐車違反取締強化月間」です。
路上駐車は、緊急車両や歩行者の通行の妨
げになるだけでなく、交通渋滞を引き起こ
し、車道への飛び出しや車両の追突などの
交通事故の原因となります。駐車するときは、
短時間でも必ず駐車場を利用しましょう。
問い合わせ　土木グループ、または黒山警察署

水 道
検針にご協力を
　検針業務をスムーズに行うために、水道の
メーターボックス周辺には、検針の妨げとな
るようなものを置かないでください。また、
飼い犬もメーターボックスからできるだけ離
れた場所につないでください。水道メーター
の検針業者は、第一環境㈱です。不審に感じ
たときは業務委託証の提示を求めてください。
問い合わせ　上下水道部お客様センター

募 集
小・中学校講師登録　
　市内の小・中学校で勤務する臨時講師の登
録を募集します。

応募資格　小学校または中学校の教員免許
を持っている人　登録方法　履歴書と教員
免許状の写しを、〒589－8501大阪狭山市
役所学校教育グループへ郵送または直接
問い合わせ　学校教育グループ

小・中学校アルバイト職員募集
【看護師（特別学びの支援員）】
勤務場所　市内の小学校　業務内容　医療
的支援や特別な教育的支援が必要な児童に
対する支援や学習活動の補助など　応募資
格　看護師または准看護師免許を持ってい
る人　

【支援員（学びの支援員）】
勤務場所　市内の小・中学校　業務内容　特
別な教育的支援が必要な児童・生徒に対する
支援や学習活動の補助など　応募資格　小・
中学校教員免許、養護教諭免許、保育士資格、
看護師免許のうち１つ以上を持っている人 
応募方法　履歴書と資格免許状の写しを、
〒589－8501大阪狭山市役所学校教育グ
ループへ郵送または直接　※詳しくは、市
ホームページを確認してください。
問い合わせ　学校教育グループ

男女共同参画推進啓発員
　市では、男女共同参画社会を実現するため、
市が行う啓発冊子の発行をはじめ、各種男
女共同参画推進事業への助言や企画・運営に
参画できる男女共同参画推進啓発員を募集
します。
定員　７人（多数の場合は選考）　対象　市
内に居住・通勤・通学する人　申し込み　４
日㈪～11日㈪に、市役所市民相談・人権啓
発グループ、きらっとぴあ（男女共同参画推
進センター）、ニュータウン連絡所にある申
込書に必要事項を書いて、市民相談・人権啓
発グループへ直接。ファクシミリ（FAX366－

0051）も可
問い合わせ　市民相談・人権啓発グループ

ヒューマン ･ ケア事業協力会員
　地域の中で日常生活上の困りごとを抱え
ている人の不安や負担を少しでも和らげる
ため、簡単な家事援助、ごみ出し、病院の
付き添い、話し相手や犬の散歩などのお手
伝いができる協力会員（有償ボランティア）を
募集しています。　
申し込み・問い合わせ　社会福祉協議会

ぽっぽえん（子育て支援センター）
ボランティア
　ぽっぽえんで、あそびの広場の見守り、講
座や事業のときの託児、おもちゃづくりや工
作などの子育て支援に協力できるボランティ
アを募集しています。ボランティアとして活
動するには、登録が必要です。登録を希望す
る人は、次の講座を受講してください。

【ぽっぽえんボランティア講座】
とき　20日㈬午前10時～午後２時30分　と
ころ　ぽっぽえん・研修室１　対象　18歳以
上でボランティア活動に関心がある人　参加
費　無料　定員　15人（先着順）　申し込み・
問い合わせ　ぽっぽえんへ電話または直接

金婚祝賀式補助スタッフ
　結婚50周年を迎える夫婦を対象とした金
婚祝賀式を９月の敬老月間に開催します。９
月13日㈭の式典当日や事前の打ち合わせな
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●市民相談　月～金曜日（祝日など休日を除
く）、市民相談・人権啓発グループ
●無料法律相談　弁護士による相談　6日㈬・
13日㈬・20日㈬・27日㈬午後１時～４時（予約
制・１人当たり30分間）、市民相談・人権啓発
グループ
●無料司法書士相談　司法書士による相談 
18日㈪午後１時～４時（予約制・１人当たり
30分間）、市民相談・人権啓発グループ
●行政相談　国（独立行政法人・公庫を含む）
の行政についての不満・苦情・要望や困りご
との相談　11日㈪午後１時～４時、市民相
談・人権啓発グループ
●人権いろいろ相談　月～金曜日（祝日など
休日を除く）、市民相談・人権啓発グループ
●人権擁護委員による相談　21日㈭午後１時
～４時（予約制）、市民相談・人権啓発グループ
●女性のための相談　専門の女性カウンセ
ラーによる相談　４日㈪・12日㈫・26日㈫午
後２時～４時、16日㈯午前10時～午後０時

（予約制）、きらっとぴあ（男女共同参画推進
センター）
●児童家庭相談　月～金曜日、２日㈯、16
日㈯午前中（祝日など休日を除く）、子育て支
援グループ。月～金曜日（祝日など休日を除
く）、ぽっぽえん（子育て支援センター）
●ひとり親家庭相談　月～金曜日、２日㈯、
16日㈯午前中（祝日など休日を除く）、子育て
支援グループ。またぽっぽえんでも出張相談

（予約制）をします
●電話・面接育児相談　月～金曜日午前９時
～午後５時（祝日など休日を除く）、市立こど
も園☎366－0080
●発達サポート相談　発達のサポートが必
要な中学３年生までの子どもに関する相談
月曜日午前10時～午後５時、水・木曜日午前
10時～午後０時（予約制）「手をつな Go ！」

（ぽっぽえん）
●子育てに関する相談　妊娠中の人および就
学前の子どもの子育てに関する相談。月～金
曜日午前10時～午後５時（祝日など休日を除
く、予約可）、ぽっぽえん。電話・電子メール

（poppoen@city.osakasayama.osaka.jp）も可
●消費生活相談　消費生活相談員による相談 
月～金曜日午前10時～午後４時（祝日など休
日を除く、予約制）、消費生活センター☎366
－2400（農政商工グループ内）
●労働相談　社会保険労務士による相談（年
金や社会保険の相談も可）　19日㈫午後１時
～４時（予約制）、農政商工グループ
●就労支援相談　就労支援コーディネーター
による相談（就職のあっせんはできません） 
月～金曜日午前９時～午後５時（祝日など休
日を除く、予約制）、地域就労支援センター
☎366－6789（農政商工グループ内）
●若者の就労・自立相談　６日㈬・20日㈬午
前10時～午後０時（予約制）、15歳～39歳の
若年無業者と家族・保護者が対象（家族・保護
者のみの相談も可）、申し込み・問い合わせは
南河内若者サポートステーション☎0721－
26－9441
●進路・教育相談　月～金曜日午前９時～午

いろいろな相談
後５時（祝日など休日を除く）。専門家によ
る特別教育相談　15日㈮・18日㈪午後２時
～５時（予約制）「フリースクールみ・ら・い」。
問い合わせは「フリースクールみ・ら・い」☎
368－0909、または学校教育グループ
●介護電話相談　月～金曜日午前９時～午後
５時30分（祝日など休日を除く）、地域包括
支援センター☎365－2941
●心配ごと相談　日常生活における悩みの
相談　４日㈪・11日㈪・18日㈪・25日㈪午後
１時～４時、さつき荘相談室。電話相談は
社会福祉協議会
●福祉なんでも相談　地域担当の相談員に
よる相談。いずれも月～金曜日午前９時～
午後５時30分（祝日など休日を除く）、【狭山
中学校区】市役所南館（数見☎070－6500－
9856）　【南中学校区】自然舎（山本☎080－
1473－5125）　【第三中学校区】社会福祉協
議会（谷川☎367－1761）
●障がい者相談　障がい者相談支援事業所
による相談。いずれも月～金曜日午前９
時～午後５時30分（祝日など休日を除く）、

【基幹相談支援センター（身体・知的・精神・
難病）】☎365－1144　【相談支援センター
ぱるぱる（身体・知的・難病）】☎368－8666 

【地域活動支援センターいーず（精神）】☎367
－0033
●精神保健福祉相談　月～金曜日（祝日など
休日を除く）、福祉グループ
●生活・仕事・自立相談　生活や仕事などに
関する悩みの相談　月～金曜日午前９時～
午後５時30分（祝日など休日を除く）生活サ
ポートセンター☎368－9955

ど、無償でお手伝いができる市民スタッフ
を募集します。
募集内容　受付事務・会場案内など　定員 
２人程度　受付期間　15日㈮まで　
問い合わせ　高齢介護グループ

第21回大阪府介護支援専門員実
務研修受講試験
試験日　10月14日㈰午前10時～午後０時 
受験資格　「医師、看護師、介護福祉士などの
国家資格に基づく業務」、「保健、医療、福祉の
各分野における相談業務」および「主たる業務
が介護の業務」に従事した経験がある人で、そ
の期間が通算して５年以上であり、かつ、現
に当該業務の実務に従事した実績日数が900
日以上の実務経験を有する人　申し込み　高

齢介護グループ、保健センター、地域包括
支援センター、ニュータウン連絡所で配布
する試験要領を確認し、申込書に必要事項
を書いて、簡易書留で〒542－0012大阪市
中央区谷町七丁目４－15大阪府社会福祉会
館２階（一財）大阪府地域福祉推進財団ケアマ
ネ係へ郵送。25日㈪消印有効
問い合わせ　（一財）大阪府地域福祉推進財団
ケアマネ係☎06－6763－8044

手話奉仕員レベルアップ講座
とき　７月４日～９月19日いずれも水曜日
の午後７時～９時（全10回）　※８月１日㈬、
15日㈬は休講　ところ　市立公民館・講習室 
対象　市内に居住 ･ 通勤 ･ 通学する手話奉
仕員養成講座修了者　※手話通訳士、大

阪府手話通訳登録者、大阪府手話通訳者養
成講座修了者は除く　受講料　無料　定員 
20人（先着順）　申し込み　はがきに「手話
奉仕員レベルアップ講座受講希望」と郵便番
号・住所・名前・年齢・電話番号・手話奉仕員
養成講座修了年度を書いて、〒589－0021
今熊一丁目85大阪狭山市ボランティアセン
ターへ郵送または直接。ファクシミリ（366
－7407）も可。22日㈮必着
問い合わせ　ボランティアセンター☎367－
6601

　 皆さんの善意
【社会福祉協議会・善意銀行へ】社会福祉に　
◇日本基督教団金剛教会　５千円を

　蛇口をひねるとすぐに使える水道。生活の一部として、あたりまえのように使われてい
る水道。災害になって初めて気づく水道の重要性を、この機会に考えましょう。

1日㈮～７日㈭は水道週間

「水道水　安全　おいしい　金メダル」スローガン

第１・第３土曜日に市役所、ニュータウン
連絡所を開庁しています。
部署によっては取り扱えない業務もあり
ますので、事前に問い合わせてください。

６月の開庁日　２日・16日
開庁時間　　　午前９時～午後０時
問い合わせ　　企画グループ

土
曜
開
庁

バス、電車など公共交通機関
を利用しましょう

問い合わせ　土木グループ問い合わせ　防災・防犯推進室

防災行政無線放送テレホンサービス
放送内容を聞くことができます

0120－367－707

問い合わせ　経営企画グループ

備 蓄 をしていますか 問い合わせ　防災・防犯推進室

ＴＳＵＫＩＩＣＨＩ ＢＯ－ＳＡＩ

　平成28年２月に内閣府が実施した「日常生活における防災に
関する意識や活動についての調査」によると、食糧や飲料水を蓄
えている人の割合は38.２％でした。
　災害が発生すると、コンビニやスーパーなどには人が殺到し、
すぐに商品が無くなります。支援物資もすぐに届きません。家
庭での備蓄は「最低３日分」と言われていますが、非常に広い地
域に甚大な被害が及ぶ可能性のある南海トラフ巨大地震では、

「１週間以上」の備蓄が必要です。１週間以上の食料や飲料水を
確保するには、保存食・保存水を備蓄しておくことも、大切なこ
とですが、普段食べているものを多めに買い置きし、期限が切
れる前に食べ、不足分を新たに補充するローリングストック法
が有効です。
　災害への備えを「特別なこと」として取り組むのではなく、生
活の中であたり前のこととして取り組むことが大切です。

？？


